
八郎潟町店舗出店改修等補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八郎潟町の商工業の活性化に資するため、町内で商店等を営もうと

する者や営んでいる者が行う新規出店や店舗改修に対し、その費用の一部を補助するこ

とに関し、八郎潟町財務規則（平成７年八郎潟町規則第８号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによ

る。 

（１）商店 小売店、飲食店、事業所等をいう。 

（２）店舗 商店として使用する建物、使用している建物をいう。 

（３）空き店舗 店舗として利用されていたが、現に入居者がいない状態にあるものをい

う。 

（補助金の種類） 

第３条 八郎潟町店舗出店改修等補助金は、次の各号に掲げる区分とする。 

（１）新規出店型 

（２）店舗改修型 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）店舗代表者が本町の住民であること。 

（２）本人及びその世帯の全員が町税を滞納していないこと。 

（３）湖東３町商工会員である者。 

（４）販売力向上のためのサービスを実施する者。 

（５）八郎潟町暴力団排除条例（平成２４年条例第５号）第２条第１号及び第２号に規定

する暴力団員等でないこと。 

（６）過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者。 

（対象事業） 

第５条 新規出店型の支援に係る対象事業は、商店の新規開設及び空き店舗を改修した新

規開設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）町内の店舗であって、週４日以上、１日４時間以上の営業を３年以上行うものであ

ること。 

（２）営もうとする事業が別表１に掲げる業種に該当しないこと。 

２ 店舗改修型の支援に係る対象事業は、現に経営している店舗であり、次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

（１）町内の店舗であって、週４日以上、１日４時間以上の営業を３年以上行うものであ

ること。 



（２）店舗をリニューアルして集客力や営業環境の向上に資するものであり、修繕や代替

更新を主たる目的とするものでないこと。 

（３）営んでいる事業が別表１に掲げる業種に該当しないこと。 

３ 原則として新築や改修の請負建築業者を町内業者とすること。 

（対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の対象事業に係る消費税を含む経費で、

別表２に掲げるものとし、備品購入のみの事業は対象としない。 

また、類似する他の補助金等を申請する場合は、その補助金等を除いた額を対象経費

とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、対象経費の２分の１以内とし、１００万円を上限、２０万円を下

限とする。なお、千円未満は切り捨てとする。 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める書類を添えて、補助金交

付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（１）事業計画概要書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

   ただし、他の類似する補助金等を申請する場合は、その際に提出した計画書等の写しを

もってこれに替えることができるものとする。 

（３）住民票（世帯票） 

（４）町税の滞納がない証明書（世帯全員） 

（５）施工前の写真（１０枚程度） 

（６）見積書等の写し 

（７）湖東３町商工会の会員であることを証明できる書類。 

（８）誓約書（様式第４号） 

（決定の通知） 

第９条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補

助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書（様式第５号）により申請者

に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、次の各号に定め

る書類を添えて、事業完了後１ヶ月以内、又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日

までに補助金実績報告書（様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

（１）収支決算書（様式第７号） 

（２）施工経費支払い領収書の写し 

（３）店舗借上げに係る契約書の写し 

（４）施工後の写真（１０枚程度） 

http://www.city.kazuno.akita.jp/reiki/428902400019000000MH/428902400019000000MH/428902400019000000MH_j.html#JUMP_SEQ_50
http://www.city.kazuno.akita.jp/reiki/428902400019000000MH/428902400019000000MH/428902400019000000MH_j.html#JUMP_SEQ_53
http://www.city.kazuno.akita.jp/reiki/428902400019000000MH/428902400019000000MH/428902400019000000MH_j.html#JUMP_SEQ_57
http://www.city.kazuno.akita.jp/reiki/428902400019000000MH/428902400019000000MH/428902400019000000MH_j.html#JUMP_SEQ_59


（補助金の額の確定等） 

第１１条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じ

て現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補

助金額確定通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 前条の規定による額の確定を受けた交付決定者は、補助金請求書（様式第９号）

により、町長に補助金の請求をしなければならない。 

（交付金の交付） 

第１３条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに交付金を交付するも

のとする。 

（支援の取消し） 

第１４条 町長は、支援決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付を

取り消すことができる。 

（１）補助金を受け取ってから３年未満で閉店したとき。 

（２）虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めるとき。 

（支援金の返還等） 

第１５条 町長は、前条の規定により支援金の交付を取り消したときは、既に支払った支

援金の全部または一部について、期限を定めて当該支援決定者に対し、その返還を請求

するものとする。 

２ 町長は、全項の規定により補助金の返還請求をするときは、補助金返還請求書（様式

第１０号）により行うものとする。 

３ 前項の規定により支援金の返還請求を受けた交付決定者は、当該交付金を町長が定め

る期限までに返還しなければならない。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 附 則 （令和 ２年２月６日） 

この要綱は、令和 ２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和 ８年４月１日から施行する。 

 

 

 



別表第１（第５条関係） 

 

対象外とする業種（令和５年７月改訂「日本標準産業分類」による） 

 

（１）農業、林業（大分類Ａに含まれるもの。ただし、園芸サービス業を除く） 

（２）漁業（大分類Ｂに含まれるもの） 

（３）卸売業、小売業（大分類Ｉ）の無店舗小売業（中分類６１） 

（４）金融業、保険業（大分類Ｊに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サー

ビス業は除く。） 

（５）医療・福祉（大分類Ｐ）の医療業のうち、病院（小分類８３１）、一般診療所（小分

類８３２）、歯科診療所（小分類８３３） 

（６）医療・福祉（大分類Ｐ）の社会保険・社会福祉・介護事業（中分類８５） 

（７）以下のサービス業等 

①風俗営業・性風俗関連特殊業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律」（昭和２３年、法律第１２２号）により規制の対象となるもの 

②競輪・競馬等の競走場、競技団（小分類８０３に含まれるもの） 

③芸ぎ業、芸ぎ斡旋業（細分類８０９４に含まれるもの） 

④場外馬券売場、場外車券売場、競輪、競馬等予想業（細分類８０９６に含まれるも

の） 

⑤興信所（専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る）（細分類７２

９１に含まれるもの） 

⑥集金業、取立業（公共料金またはこれに準ずるものは除く）（細分類９２９９に含ま

れるもの 

⑦易断所、観相業、相場案内業（細分類７９９９に含まれるもの） 

⑧宗教（中分類９４に含まれるもの） 

⑨政治・経済・文化団体（中分類９３に含まれるもの） 

（８）その他 

①公序良俗に反する事業 

  ②チェーンストア（フランチャイズ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２（第６条関係） 

対象経費 

経費区分 内訳 

改修費 店舗の改修や改装に要する経費、新たな店舗の建築費、建物を解体し

て新たに店舗を建築する場合の解体費、建物と一体となって機能する

設備費。商品陳列棚、店舗看板等で改装工事により店舗建物に固定さ

れるものを含む。 

備品費 店舗での顧客サービスに要する設備機器類の購入費（税抜き５万円以

上の物に限る。）であって、対象改修費の５０％以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第８条関係） 

年  月  日 

 

八郎潟町長 様 

 

申請者 住所 

                         氏名            印 

 

店舗出店改修等補助金交付申請書 

 

年度八郎潟町店舗出店改修等補助金による支援を受けたいので、八郎潟町店舗出店改

修等補助金交付要綱第８条の規定に基づき申請します。 

 また、この申請に際し、八郎潟町店舗出店改修等補助金要綱第４条に規定する徴税等の

滞納状況について調査されることに同意します。 

 

１．補助区分（どちらかに○） 

新規出店型 

店舗改修型 

 

２．事業計画 

別紙のとおり 

 

３．事業実施期間 

年  月  日から  年  月  日まで 

 

４．添付書類 

（１）事業計画概要書 

（２）収支予算書 

（３）見積書等の写し 

（４）住民票（世帯票） 

（５）町税の滞納がない証明書（世帯全員） 

（６）施工前の写真（１０枚程度） 

（７）湖東３町商工会の会員であることを証明できる書類 

（８）誓約書 

 

 

 



様式第２号（第８条関係） 

 

事業計画概要書 

 

申
請
者 

経営者氏名  

 

住所 〒 

 

電話番号  

 

事
業
内
容 

業種  

 

店舗名称  

 

店舗住所 〒 

 

定休日・営業時間  

 

開店予定日  

 

営業内容 

（提供する商品、サービス等、

所属商店街会） 

 

 

 

 

 

販売力向上案  

 

 

 

 

 

 

 

※不足の場合は、別紙として資料を添付してください。 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

 

収支予算書 

 

収入                                 （単位：円） 

区分 予算額 備考 

町補助金 

 

 店舗出店改修等補助金 

自己負担金 

 

  

他補助金等 

 

  

 

 

  

計 
 

 

 

 

支出                                 （単位：円） 

区分 予算額 備考 

改修費 

 

  

備品費 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

計 
 

 

 

 事業に係る経費について全て記入し、見積書の写しをＡ４用紙にて添付して下さい。 



様式第４号（第８条関係） 

 

八郎潟町長 様 

 

誓 約 書 

 

 八郎潟町店舗出店改修等補助金を申請するに当たり、次のとおり誓約します。 

 

１．申請の内容に反する事実が判明したことにより、補助金の交付決定が取り消された場

合には、交付された補助金を定められた期限内に全額返還することについて同意します。 

 

２．補助金受領後、週４日以上、１日４時間以上の営業を３年以上継続していることを証

明する書類を整備し、八郎潟町から報告・現地調査等の求めがあった場合は、これに応

じます。 

 

 

年  月  日 

 

 

申請者 住所 

 

 

 

氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第９条関係） 

 

店舗出店改修等補助金交付決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

八郎潟町長        印 

 

 

年  月  日付けで申請のあった、八郎潟町店舗出店改修等補助金について、八郎

潟町店舗出店改修等補助金交付要綱第９条第１項の規定により、次のとおり交付すること

に決定したので通知します。 

 

 

 

交付決定額             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

八郎潟町長 様 

 

申請者 住所 

                    氏 名               印 

 

 

店舗出店改修等補助金実績報告書 

 

年  月  日付け指令八産発第   号で交付決定を受けた八郎潟町店舗出店改修

等補助金について、八郎潟町店舗出店改修等補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、次

のとおり報告書を提出します。 

 

１．補助区分（どちらかに○） 

店舗出店型 

店舗改修型 

 

２．開店日 

 

３．店舗名称 

 

４．店舗住所 

 

５．添付書類 

（１）収支決算書 

（２）領収書等の写し 

（３）店舗借上げに係る契約書の写し 

（４）施工後の写真（１０枚程度） 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１０条関係） 

 

収支決算書 

 

収入                                 （単位：円） 

区分 予算額 決算額 備考 

町補助金 

 

  店舗出店改修等補助金 

自己負担金 

 

   

他補助金等 

 

   

 

 

   

計 
 

 

 

 

 

 

支出                                 （単位：円） 

区分 予算額 決算額 備考 

改修費 

 

   

備品費 

 

   

宣伝費 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

計 
 

 

 

 

 

 事業に係る経費について全て記入し、領収書の写しをＡ４用紙にて添付して下さい。 



様式第８号（第１１条関係） 

 

 

 

店舗出店改修等補助金額確定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

八郎潟町長        印 

 

 

年  月  日付けで報告のあった、八郎潟町店舗出店改修等補助金について、下記

のとおり確定したので通知します。 

 

 

 

補助金の確定額             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第１２条関係） 

 

 

 

店舗出店改修等補助金請求書 

 

年  月  日 

 

八郎潟町長 様 

 

申請者 

住 所  

氏 名  

   

  年  月  日付けで交付決定のあった、八郎潟町店舗出店改修等補助金について、

八郎潟店舗出店改修等補助金交付要綱第１２条により、次のとおり請求します。 

 

 

１．請求額            円 

 

２．振込先金融機関 

取扱金融機関 

銀行 

金庫 

農協 

組合 

本店 

支店 

支所 

口座名義人 
フリガナ 

氏  名 

 

 

 

口 座 種 別 普通 ・ 当座 ・ その他（    ） 
 

 

口 座 番 号 
 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第１５条関係） 

 

店舗出店改修等補助金返還請求書 

 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

八郎潟町長         印 

 

 

八郎潟町店舗出店改修等補助金交付要綱第１５条の規定により、次のとおり交付金の返

還を請求します。 

 

 

１．返還請求額           円 

 

２．返還理由 

 

３．返還期限 

 


